
人権に関する相談窓口人権に関する相談窓口
人権に関して悩んでいることや、 心配なことは、 次の窓口へお気軽に御相談ください。
相談は無料で、 秘密は厳守されます。

◇人権問題全般の相談窓口◇
長野県人権啓発センター (相談専用電話 ) 026-274-3232

○人権侵害に関すること○人権侵害に関すること
みんなの人権 110 番 （全国共通人権相談ダイヤル） 0570-003-110

○女性に関する問題全般○女性に関する問題全般
長野県児童虐待 ・ＤＶ24 時間ホットライン

長野県女性相談支援センター

長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”

にんしんＳＯＳながの 

026-235-5710

0266-22-8822

0120-68-1192

026-219-2413

○性暴力 ・性犯罪の被害に関する相談○性暴力 ・性犯罪の被害に関する相談
長野県性暴力被害者支援センター “りんどうハートながの”

（プッシュ回線からは短縮ダイヤル）

長野県警察本部捜査第一課

性犯罪被害ダイヤルサポート 110

# 8 8 9 1

0120-037-555

（プッシュ回線からは短縮ダイヤル） # 8 1 0 3

026-235-7123

○男性のための相談○男性のための相談
長野県男女共同参画センター “あいとぴあ” 0266-22-7111

長野県総合教育センター

こどもの人権 110 番 ( 長野地方法務局 )

チャイルドライン

0 2 6 3 - 5 3 - 8 8 1 1

0 1 2 0 - 0 0 7 - 1 1 0

0 1 2 0 - 9 9 - 7 7 7 7

○子どもに関する相談 （虐待、 いじめ、 不登校、 体罰）○子どもに関する相談 （虐待、 いじめ、 不登校、 体罰）
長野県児童虐待 ・ＤＶ24 時間ホットライン

子ども支援センター   

（子ども専用ダイヤル）

（大人用電話）

0800-800-8035

0 2 6 - 2 2 5 - 9 3 3 0

学校生活相談センター  

（24 時間子どもＳＯＳダイヤル）

児童相談所 （次の５箇所）

0 1 2 0 - 0 - 7 8 3 1 0

0 2 6 - 2 1 9 - 2 4 1 3

0 2 6 5 - 2 5 - 8 3 0 0

0 2 6 5 - 2 8 - 1 0 2 7

飯 　 田

F a x

0 2 6 3 - 9 1 - 3 3 7 0

0 2 6 3 - 9 2 - 1 5 5 0

松 　 本

F a x

0 2 6 7 - 6 7 - 3 4 3 7

0 2 6 7 - 6 7 - 3 4 4 9

佐 　 久

F a x

0 2 6 - 2 3 8 - 8 0 1 0

0 2 6 - 2 3 8 - 8 0 2 5

中 　 央

F a x

0 2 6 6 - 5 2 - 0 0 5 6

0 2 6 6 - 5 2 - 0 0 5 7

諏 　 訪

F a x

0 2 6 7 - 2 4 - 5 5 7 0

0 2 6 5 - 7 2 - 4 6 4 7

東 　 信

南 　 信

0 2 6 5 - 5 3 - 0 4 6 2  南 　 信

0 2 6 3 - 4 7 - 7 8 3 0

0 2 6 - 2 3 2 - 7 8 3 0

中 　 信

北 　 信

教育事務所 （次の５箇所）

( 飯田事務所 )

・ 相談時間などは、 窓口によって異なります。
・ 相談内容により、 他の専門機関を御紹介する場合もあります。
・ 女性、 障がい者、 高齢者等の就職相談は、 公共職業安定所に御相談ください。
・ 成年後見制度の手続については、 最寄りの家庭裁判所にお問合せください。
・ 法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供は、 日本司法支援センター 「法テラス」☎0570-078374 に御相談ください。
・ この他にも、 県ホームページで各種相談窓口を紹介しています。 （二次元コードを読み取りください。）

長野県県民文化部人権・男女共同参画課 

 0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 0 6  Fax 0 2 6 - 2 3 5 - 7 2 8 4 
jinken-danjo@pref.nagano.lg.jp 

（令和 年７月作成） 

県ホームページで各種相談窓口を紹介しています。
←

検索長野県　県民支援相談窓口ハンドブック

○高齢者に関する相談 （虐待、 認知症）○高齢者に関する相談 （虐待、 認知症）
各市町村地域包括支援センター

○外国人県民に関する相談

0 2 6 - 2 3 2 - 3 3 1 7

○外国人県民に関する相談
・ 在留資格、 在留期間

東京出入国在留管理局長野出張所

0 2 6 - 2 1 9 - 3 0 6 8長野県多文化共生相談センター
・ 外国人県民の生活相談

○ＨＩＶ感染者 ・ エイズ患者に関する相談

0 2 6 3 - 4 0 - 0 7 0 3

0 2 6 - 2 2 6 - 9 9 6 6長野市保健所専用電話

松本市保健所専用電話

0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 4 8長野県健康福祉部疾病 ・ 感染症対策課

0 2 6 7 - 6 3 - 3 1 6 4

0 2 6 8 - 2 5 - 7 1 4 9

佐 　 久

上 　 田

0 2 6 6 - 5 7 - 5 6 5 6

0 2 6 5 - 7 6 - 9 9 7 7

諏 　 訪

伊 那

0 2 6 5 - 5 2 - 0 8 1 2飯 田

0 2 6 4 - 2 4 - 2 2 2 0

0 2 6 3 - 4 7 - 7 8 3 1

木 　 曽

松 　 本

0 2 6 1 - 2 3 - 6 5 2 7

0 2 6 - 2 2 5 - 0 8 1 2

大 町

長 　 野

0 2 6 9 - 6 2 - 3 1 0 7北 　 信

○ＨＩＶ感染者 ・ エイズ患者に関する相談
保健福祉事務所専用電話 （次の 10 箇所）

○犯罪被害者等に関する相談
0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 0 6犯罪被害者等総合支援窓口

0 2 6 - 2 3 3 - 7 8 3 0長 　 野 0 2 6 3 - 7 3 - 0 7 8 3中 　 信

○犯罪被害者等に関する相談

認定ＮＰＯ法人長野犯罪被害者支援センター

（犯罪被害者等早期援助団体）

○労働相談

0 2 6 - 2 2 3 - 0 5 5 1長野労働局総合労働相談コーナー

0 2 6 8 - 2 5 - 7 1 4 4東 　 信

0 2 6 5 - 7 6 - 6 8 3 3南 　 信

0 2 6 3 - 4 0 - 1 9 3 6中 　 信

0 2 6 - 2 3 4 - 9 5 3 2北 　 信

0 2 6 8 - 2 3 - 1 6 2 9( 相 談 専 用 )

○労働相談 （職場での人間関係、 ハラスメント、 労働条件など）（職場での人間関係、 ハラスメント、 労働条件など）
労政事務所 （次の４箇所）

他に県内各労働基準監督署

○職場での性別を理由とした差別 ・ セクシュアルハラスメントに関する相談
0 2 6 - 2 2 7 - 0 1 2 5

○職場での性別を理由とした差別 ・ セクシュアルハラスメントに関する相談
長野労働局雇用環境 ・ 均等室

○犯罪 ・非行を犯した人に関する相談
0 2 6 - 2 3 4 - 1 9 9 3長野保護観察所
0 2 6 - 2 1 7 - 0 5 1 0長野県地域生活定着支援センター

○犯罪 ・非行を犯した人に関する相談

○精神保健に関する相談
0 2 6 - 2 6 6 - 0 2 8 0長野県精神保健福祉センター

県保健福祉事務所 ・ 長野市保健所 ・ 松本市保健所

○精神保健に関する相談

○障がい者に関する相談

 （健康福祉部疾病 ・ 感染症対策課） 0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 4 3

( 健康福祉部障がい者支援課 ) 0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 0 7

0 2 6 7 - 6 3 - 5 1 7 7

0 2 6 8 - 2 8 - 5 5 2 2

佐 　 久

上 　 小

0 2 6 1 - 2 6 - 3 8 5 5大 　 北

長 　 野

0 2 6 6 - 5 4 - 7 7 1 3

0 2 6 5 - 7 4 - 5 6 2 7

諏 　 訪

上 伊 那

0 2 6 5 - 2 4 - 3 1 8 2飯 　 伊

0 2 6 4 - 5 2 - 2 4 9 4木 　 曽

松 本 0 2 6 9 - 2 3 - 3 5 2 5北 　 信

0 2 6 - 2 1 7 - 2 2 8 1（長 野 市 北 部）

（長 野 市 南 部）0 2 6 - 2 7 4 - 5 8 7 1

0 2 6 - 2 4 8 - 3 7 5 0（ 須 高 ）

0 2 6 - 2 7 5 - 0 5 4 8（千 曲 ・ 坂 城）

○障がい者に関する相談
・ 虐待に関する相談

長野県障がい者権利擁護 ( 虐待防止 ) センター

障がい者差別解消相談窓口

・ 差別に関する相談

0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 0 1( 健康福祉部障がい者支援課 )
・ 基幹相談支援センター等

・ 旧優生保護法補償金等支給に関する相談窓口

0 2 6 3 - 5 0 - 6 9 3 1（ 松 本 市 ）
（塩尻市 ・ 山形 ・ 朝日）0 2 6 3 - 5 1 - 5 3 5 3

0 2 6 3 - 8 2 - 5 9 8 8（安 曇 野 市）

0 2 6 3 - 6 6 - 3 0 3 6（筑 北 三 村）

0 2 6 - 2 7 4 - 3 2 3 2

0 2 6 - 2 3 5 - 7 4 5 0

0 2 6 7 - 6 3 - 3 1 3 3

0 2 6 8 - 2 5 - 7 1 1 3

佐 　 久

上 　 田

0 2 6 6 - 5 7 - 2 9 0 2

0 2 6 5 - 7 6 - 6 8 0 3

諏 　 訪

上 伊 那

0 2 6 5 - 5 3 - 0 4 0 2南 信 州

○同和問題に関する相談○同和問題に関する相談
長野県人権啓発センター

0 2 6 - 2 3 5 - 7 1 0 6長野県県民文化部人権 ・ 男女共同参画課

長野県教育委員会事務局心の支援課
・ 地域振興局総務管理 （ ・ 環境） 課 （次の 10 箇所）

0 2 6 4 - 2 5 - 2 2 1 3

0 2 6 3 - 4 0 - 1 9 0 3

木 　 曽

松 　 本

0 2 6 7 - 3 1 - 0 2 5 2

0 2 6 5 - 7 6 - 6 8 6 1

東 　 信

南 　 信

・ 教育事務所 （次の４箇所）
0 2 6 3 - 4 0 - 1 9 7 7

0 2 6 - 2 3 4 - 9 5 5 2

中 　 信

北 　 信

0 2 6 1 - 2 3 - 6 5 0 2

0 2 6 - 2 3 4 - 9 5 3 1長 　 野

0 2 6 9 - 2 3 - 0 2 1 4北 　 信

北アルプス

８


